
「生協制度見直し検討会とりまとめ（案）」に対する意見募集（パブリックコメント）の結果について  

パブリックコメントの実施及び結果  

O「生協制度見直し検討会とりまとめ（案）」に関し、平成18年11月29日から12月12日までの間、国民の皆様からの意見募集（パブ  
リックコメント）を実施した。電子メール、FAX及び郵送により意見を受け付けたところ、合計234件の意見※が寄せられた。  

※意見をいただいた方の所属は以下のとおり。  

消費生活協同組合関係   131件   

生命保険業界関係   12件   

民間事業者   10件   

公益公人等   9件   

弁護士   5件   

消章者団体関係   4件   

経済団体関係   3件   

労働金庫・信用金庫関係   3件   

損害保険業界関係   2件   

公認会計士   2件   

協同組合関係   1件   

その他   52件   

○いただいた主な意見とこれに対する考え方は別紙のとおり。   



r生協制度見直し検討会とりまとめ（案）」に寄せられた主な意見及び意見に対する考え方  

急を要するものと解されるため、延長することは望ましくない。  
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項目   意見概要   所属   意見に対する考え方   

生協が行う共済事業が高度化・複雑化していること等も考慮し、組  

合の業務全般にわたる深い知識・経験等を有し、組合の日常の業  
機関の権限の法定化・ 機関相互の関係の明確化 （常勤監事の設置の   

づけ）   
務執行を監査する役割を担う者として常勤監事の設置を義務づけ  

義務   
組合関係   

るという趣旨を踏まえ、必要な範囲に対し義務づけることとされてい  
る。   

機関の権限の法定化・  監事の一定の職務を合議制で執行するために「監事会」を法 定すべきである。  消費生活協同 組合関係  他の協同組合法や会社法においても監事（監査役）会の設置を義  機関相互の関係の明確化    務づけられていないことからして、その設置を義務づけることは適  （監事）    当ではない 
。   

外部監視機能等の強化のため理事についても員外からも広く人材  
員外理事枠を現行の理事の定数の5分の1以内から3分の1  消費生活協同   を登用することが望ましいことから、他法にならい見直すこととされ  
以内に拡大することが提案されているが、増やしすぎである。   組合関係   ている。なお、範囲内で実際に何人の員外理事を設置するかは、組  

外部監視機能等の強化  合に委ねられている。  

（員外理事枠の拡大）  

企業の社外取締役と同様に、一定規模の生協組織について  
その他   

員外理事の必要性については、事業規模のみならず、各生協の実  

は、員外の理事設置を義務づけることも必要。  
情によるところも大きいので、一律に設置を義務づけるのでなく、定  
員枠の拡大を図ることとした。   

他法にならい、生協外部の者に対する透明性を確保するため、理  
外部監視機能等の強化 （理事会議事録の作成 

、 付け・閲）  のによる理の閲 
備覧   

組合関係   れており、これを踏まえ、具体的な規定については、今後検討され  
る必要がある。   

決算関係書類の定義を明確にすることを要望する。現行の会  
他法にならい、生協外部の者に対する透明性を確保するため、決  

計基準が要求する各種決算関係書類はすべて網羅すべきと  
井関係書類と作成手続に関する規定を整備することとされており、  

考える。   
これを踏まえ、具体的な規定については、今後検討される必要があ  

外部監視機能等の強化  る。  

（決算関係書類と作成手続）  

現在の財務処理規則を法そのものに位置づけた上でその内  
その他   

組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うも  

容を抜本的に見直すべきである。  
のとする旨を法律に明記することとされており、これを踏まえて、必  

要な見直しがされる必要がある。   

組合員名簿の閲覧については、一定の制限が必要である。組   
外部監視機能等の強化 （組合員名簿の作成 

、 け・）  組合関係   ており、これを踏まえ、具体的な規定については、今後検討される  備付閲覧  
求を拒否できるものとすべきである。  必要がある。   
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項目   意見概要   所属   意見に対する考え方   

経済事業を行う生協・連合会のうち「一定のもの」に設置が義 づっていが 

務けられる方向となる、その範囲については、中小  
規模の生協の実情を踏まえたものにすべきと考える。   

組合関係   

生協の事業の複雑化・高度化等に伴い、客観的・第三者的な立場  

監事適任者がいても組合員である確率が高く、組合員を辞め  から業務執行の是非について意見を述べることが重要であり、組合  

ていただくか県外からの人選を図る必要があり合理的ではな  鼻等が監事を務めた場合、監事による監査が適切に樺能しないお  
外部監視横能等の強化  

（員外監事の設置の  その家族の就任も可とできるよう柔軟に運用できるよう要望す   る趣旨を踏まえ、必要な範囲に対し、義務づけることとされている。  

義務づけ等）   る。  

員外監事の設置を義務づける主旨は十分理解するが、その  
対象は連合会のみとし、単位組合は除外すべきである。   組合関係  

購買事業、利用事業、生活文化事業及び共済事業のうち、いずれ  
「一定の事業を行う」とあるが事業の種類なのか規模なのか 不明である 

。   組合関係  
義務づけることとしている。   

法令違反内容には今までも含め「員外利用」があるが、「員外  
法令違反等に対する行政庁の措置命令に組合が従わない場合に  
は、行政庁が監督権限を行使できるとすることが必要であり、措置  

利用」を含め法令違反の実態が微妙なものについては、極度 に逸脱した場合のみを法令違反とすることに扱いを限定して  
組合関係  

を問わず解散を命ずることができるとする見直しを行うものである。  
ほしい。   

行政庁の関与  
法令上、違反の程度により差を設けるのは適当ではない。  

民間の自由かつ自発的な活動を促進することによって社会の  消費生活協同  法令違反等に対する行政庁の措置命令に組合が従わない場合に  
活性化を促すという時代の流れに逆行することから、行政庁  は、行政庁が監督権限を行使できるとすることが必要であり、措置  
による解散命令の強化には反対である。  

組合関係  
命令の実効性を担保するため、見直しを行うものである。   

その他   連合会における単位生協主権の原則が崩れることから、連合  消費生活協同  経済事業（購買事業、利用事業、生活文化事業、共済事業のいず   
（連合会会員の1会員の  会会員の1会員の出資口数の限度の規制を撤廃することには  

組合関係  
れかの事業）を行う連合会の経営基盤をさらに安定的なものにする   

出資口数の限度の撤廃）  反対である。  ため、見直しを行うものである。   

出資口数に関係ない議決権の平等は、協同組合の重要な原則の1  

その他   
連合会会長の議決権については、会員の組合員数ではなく、  消費生活協同   つである。連合会は、会員生協の組合員により組織された団体であ  
会員生協との取引高をも加味したものにすべきである。   組合関係   るといえることから、組合員数に基づき議決権の数を按分し、実際  

上の平等を図っているところである。   
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するよう求める。   組合関係   

「個別具体的に限定列挙」とあるが、社会の変化がスピード  
アップしている現在、列挙された以外にも想定できない事例が  
発生することが予想される。社会的な配慮をしつつ自己決定  組合関係  

できる幅を広げるか一定期間での見直しを要望する。   

組合未加入の者の「お試し利用」を認めてほしい。   消費生活協同  
組合関係  

組合員が他地域に出かけられた場合、その地の生協の商品 利用について 

、許可を要件としないものの事例として加えてほ  
組合関係  しい。   

員外利用規制   
員外利用が認められる具体的な事項については、消費者の相互扶  
助組織という理念の中でそれに反しない限りで見直しをおこなうベ  

ているが、病院からの要望もあるため、追加することを要望す る きとされていることを踏まえ、具体的な規定については、今後検討さ  
。   れる必要がある。  

高齢者の食事サービスに携わっているが、毎日の食材調達  
の際、団体利用できないので個人組合員の利用しかできず精  その他  

算がわずらわしい。団体も利用できるようにしてほしい。  

許可を要件としない員外利用限度として「職域組合の母体企  

業や大学による利用（組合員利用の100分の20）」が示され  

ているが、企業や大学以外の職域生協の母体（自治体、小中  組合関係  

学校等）も追加していただきたい。   

介護保険制度内の福祉サービスには員外利用が認められな  

がら、制度外の福祉サービスは組合員に限るとすることはあ  

まりに著しい格差であるので、自責による福祉サービス利用  組合関係   

についても員外利用が認められるよう要望する。   
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項目   意見概要   所属   意見に対する考え方   

員外利用が認められる具体的な事項については、消費者の相互扶  

「山間へき地・離島等における物資提供（組合員利用の100  
助組織という理念の中でそれに反しない限りで見直しをおこなうベ  

きとされていることを踏まえ、具体的な規定については、今後検討さ  
分の20）」について、商工会議所等が認めた場合などは、許 でよ「山へ地 
可きるう間き・離島・あるいは商工業者と連携した  
街づくりへの参加等における物資提供」としていただきたい。   

活動に影響を及ぼすおそれがあることから行政庁の許可にかから  

しめるのが適当とされており、地元の商工会議所等が認めていると  
いう事実は許可に際し、大いに考慮されると考えられる。  

許可を要するものとして、「保育所、老人ホーム等への食材提 供」「生協間の物資提供」とあるが 
、これらは許可を要件としな  

組合関係   ため、引き続き行政庁の許可にかからしめることとする。  いものとしてほしい。   

員外利用規制  
法人の利用を員外利用の対象とするのではなく、法人も生協  
に加入できるよう、個人組合員の構成枠に法人を加えてほし  

生協は「一定の地域又は職域による人と人との結合」であり、引き  

い。   
その他  

続き法人を組合員とすることは適当ではない。  

共済事業に関する員外利用規制については、責任共済（現行  生命保険業界関係  
法令下で認められている場合のみ）を除き認められない旨確  するものは、現在も認められている責任共済に関するもののみとす  
認したい。  損害保険業界関係   

許可を要件とするものの中で外国人派遣労働者が全従業員   員外利用が認められる場合の利用限度については、生協が組合員  
消費生活協同     数の50％を超える場合は組合員利用の100分の20の原則   の相互扶助組織であることを踏まえれば、他の協同組合法の例な  
から外し、100分の50等の別途の限度設定をしていだたきた   組合関係   どにならい、組合員利用の100分の20とすることを原則とするのが  
い。  適当である。   

法制定当時では予想不可能なほどの経済・社会環境の変化に鑑  

み、全面撤廃を要望する。   組合関係   

「県域問題」は「員外利用の例外規定」で対応可能。  
県域規制の緩和により、実質的に「一定の地域における人と人と  
の結合」という生協の理念と本旨がなし崩し的に崩壊する心配が  組合関係  
ある。   

県域規制の見直しは、「一定の地域による人と人との結合」という生  
協の本旨と県境を越えた店舗の利用ニーズ等の購買事業に係る県  

県域規制  医療・福祉事業等サービス事業についても加えてほしい。   組合関係   横間題の解消が喫緊の課題であ卑ことを踏まえ、「購買事業の実施  
のために必要な場合」には、連接都府県まで区域を設定できるとし  

生協は購買だけでなく組合員のトータルな生活を相互扶助す るために利用事業その他々な事業をって たものである。  

様行おり、「構買手  
組合関係  菓の実施のため」との限定条件をはずしてほしい。   

県域を越えられる範囲について、一律に「隣接部府県まで」とする のではく生のに 
な各協実態合わせ、組合長が決定できる制度を  

組合関係   検討いただきたい。   
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生活圏のような設定が望ましいと考える。   

介護保険事業について損益の区分経理が行われ、剰余金の 戻しをしている現がにので  
割自粛状法明記されるもあり問題  

組合関係  
ない。   

医療・福祉ごとの損益を区分して経理するとの見直しについ  

て、詳細を検討する際には、医療事業を行う他の協同組合又  
は医療法人に要求される区分経理以上のものにはならないよ  組合関係   

うにすべきである。   生協が行う医療・福祉事業については、一定の場合を除き、剰余金  
が生協内部に蓄積され、次の事業展開に活用されるという生協の  

医療・福祉事業に係る剰余金  仕組みをさらに推し進め、医療保険制度や介護保険制度からの保  
の割戻し等の制限   協同組合関係    医療・福祉事業のための内部留保の基準設定等を検討すべ   険給付等により生じた剰余が医療・福祉サービスの再生産のため  

きである。  に用いられるよう、対象となる事業を医療・福祉ごとに損益を区分し  
て経理するとともに、対象となる事業から生じた剰余金の割戻しを  

禁止し、対象となる事業以外の事業への資金移動は行わないことと   現在はやっていないとはいえ、保険財政によらない自費医療  消費生活協同  
についてまで、剰余金の割戻しを将来にわたって禁止すること  

組合関係  
されており、これを踏まえ、その具体的内容については、今後検討  

は問題である。  される必要ある。  

「資金移動は行わない」という資金移動の規制には反対であ  

る。   組合関係  



員外利用限度は制限なしを要望する。   

が想定されるため、この場合の員外利用の上限は一定の  
通性があるものと理解すべきである。   

とが適当であるとされたものである。   

規制の実効性確保の観点から、要員確保を含めた検査・監督  
態勢の構築、金融庁において作成している保険検査マニュア  損享保険業界関係   行政庁の監督事務等に関しその実効性及び透明性を確保するた  
ルや保険会社向けの総合的な監督指針と同様のマニュアル  め、ガイドライン等を作成することが適当であると考えられる。  
の作成整備を行うべき。  

全 体   共済事業であっても保険業法に準ずる法改正が行われる必  

貢がある。共済についても様々な消費者トラブルが多数起き ており、この点においては、生命保険、損害保険と本質的な差  
異はない。   踏まえれば、一定の規制が必要であると考えられる。  

消費者の共済事業に対する規制をいたずらに緩和し、組合員  
の生活の安定や生活文化の向上を超えた規模の事業を容認   協同組合の特性を今後とも維持、発展していけるよう、他の協同組  
することは、保険事業との区別を曖昧にし、市場の混乱を招き  弁護士  合法における規定の整備状況を参考にしながら、制度見直しを行う  
競争を不当に阻害するうえ、相互扶助を目的とする生協組織  ことが適当であると考えられる。   
のあり方と帯紐する。  

生協が、組合員の自治により運営される組織であることを踏まえれ  
共済事業に対する規制の  2（1）のふたつめの指摘の表現は低籠がどの程度を指すか   ぱ、共済金額が極めて低額な絵付のみを実施している場合には、   

基本的枠組   明らかでないが、除外があるにしても表現の妥当性を欠く。  その他  
破綻時に加入者が負うリスクはそれほど大きくないといえ、生協の  
自治運営に委ねることとしてもよいと考えられる。  




